
 

 

計画の構成等 

１．計画の構成 

都市計画マスタープランは、市全域のまちづくりの指針となる「全体構想」と、地域の特性を

活かした「地域別構想」で構成されます。 

本マスタープランでは、全体構想及び地域別構想を下図の構成で整理します。 

なお、下図では、今後住民等が主体となって校区程度の地区単位で定める「地区別構想」も視

野に入れ、その基本的な構成についても記載しています。 

 

図 本マスタープランの構成 

 

２．地域の呼称 

本マスタープランでは、地域の呼称を次のように定義します。 

地 域 呼 称 

旧３町の区域 田原地域、赤羽根地域、渥美地域 

市街化区域 田原市街地、臨海市街地、赤羽根市街地、 

福江市街地 

市街化区域の「総称」 市街地 

中心市街地活性化法に基づいて定められた

中心市街地活性化基本計画の区域 

中心市街地 

 

 

 

 

図 地域の呼称 

 

Ⅰ. マスタープラン改定の主要課題 Ⅰ. 地域区分
１． 広域的課題

２． 市の主要課題 II. 地域別の方針
３． 都市計画の課題

Ⅱ. 都市づくりの理念と目標
１． 都市づくりの理念

２． 都市づくりの目標

３． 将来都市フレームの設定

Ⅲ 将来の都市構造
１． 都市機能集約拠点の配置方針

２． 保全環境要素の配置方針

３． ネットワークの形成方針

Ⅳ. 土地利用の方針
１． 市街化区域の土地利用方針 * 集落の拠点づくり

２． 市街化調整区域の土地利用方針 *

* 集落連携の仕組みづくり

…等

Ⅴ. 都市施設整備の方針 Ⅲ.　　地区の身近な施設の方針

１． 交通施設の方針 * 生活道路整備計画

２． 公園緑地の方針 * 公共交通活用計画

３． その他都市施設の整備方針 * 憩いの場所づくり

…等

Ⅵ. その他の都市計画関連の方針 Ⅳ.　　その他の地区づくりの方針

* 環境にやさしい地区づくり

* 美しい地区づくり

２． 都市景観形成の方針 * 観光・交流による地区づくり

３． 観光・交流施設等の方針 * 災害に強い地区づくり

４． 都市防災の方針 …等

*：

※　　　　は、第4回委員会資料の範囲

１． 環境形成の方針
      （障がい者や高齢者にやさしいまちづくり）

２.　赤羽根地域 地区の特性に応じて必要な項

目を設定して策定。
（細項目は同上）

第1部　全体構想 第2部　地域別構想 地区別構想

（※地区別構想は、校区程度の単位で住

民等が主体となって今後策定するもの

で、本マスタープランには掲載していな

い。）

１． 田原地域

１）地域づくりの目標 Ⅰ.　　地区づくりの目標

３.　渥美地域

（細項目は同上）

２）地域の将来構造

３）地域別土地利用方針

Ⅱ.　　地区土地利用方針

集落の維持・保全に向けた居

住空間づくり
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